
中央区役所仮庁舎ＬＡＮケーブル敷設等業務 

＜業務仕様書＞

令和３年度（２０２１年度） 

札幌市市民文化局地域振興部



１ 業務名称 

中央区役所仮庁舎ＬＡＮケーブル敷設等業務 

２ 業務履行期間 

契約締結の日から令和３年11月30日まで 

３ 業務内容 

(1) 概要 

札幌市中央区役所の建替えに伴い、現中央区役所（南３条西11丁目）を仮庁舎（大

通西２丁目９）へ移転するに当たり、イントラネット、各システム用のＬＡＮケー

ブルを敷設し、イントラネット及び各システムが使用できるようにする。 

(2) 履行場所 

中央区役所仮庁舎：大通西２丁目９（別紙１参照） 

(3) 業務内容 

・収納ラック、光スプライスユニット、２４ポートパッチパネル、６連ジャック、

スイッチングHUB等は、受託者が用意し、別紙１を参考に設置すること。なお、

収納ラックの設置は、耐震処理を施すこと。 

・光ケーブルは受託者が用意し、敷設場所及び本数は、別添１を参考に敷設し、光

パルス試験、光伝送損失試験を実施すること。 

光伝送損失試験は、光の損失を測定し、計算した規格値以内であることを確認 

すること。 

・ＬＡＮケーブル（ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ（Ｃａｔ６））は受託者が用意し、 

敷設場所及び本数は、別紙１を参考に敷設し、ＬＡＮケーブルの伝送損失試験を 

実施すること。 

・光ケーブル、ＬＡＮケーブルの敷設後は、下記の出来形（目視）試験を実施する 

こと。 

(4) 提出物 

本業務の完了時に、委託者が指定する完了届のほか、写真、図面その他本業務の履

行の確認ができる書類一式を提出すること。 

項番 書類名 内容 提出時期 

1 入庁届 各庁舎への入庁を届ける書類 作業前 

2 出来形試験 施工時に実施した出来形試験の成績表 完成時 



3 LANｹｰﾌﾞﾙ伝送損失試験 施工時に実施したLANｹｰﾌﾞﾙの伝送損失試験の成績表 完成時 

4 光パルス試験 施工時に実施した光パルス試験の成績表 完成時 

5 光ｹｰﾌﾞﾙ伝送損失試験 施工時に実施した光伝送損失試験の成績表 完成時 

6 作業写真 作業前、作業中、作業後の写真をまとめた書類 完成時 

7 施工配線図 完成配線図面 完成時 

8 ラック部材搭載図 完成ラック部材搭載図面 完成時 

9 その他 機器のマニュアル等の資料 完成時 

４ 留意事項 

(1) 基本事項 

ア 現中央区役所（南３条西11丁目）の仮庁舎（大通西２丁目９）への移転は、以下

のとおり実施予定であるため、仮庁舎における施工は10月末日頃の完了を目途に計

画すること。 

なお、その他業務も輻輳することから、履行スケジュール等については、委託者

と十分協議すること。 

供用開始日 課の名称 仮庁舎の場所 

令和３年 

12月20日（月） 
健康・子ども課 西棟４階、５階 

令和３年 

12月27日（月） 
地域振興課 東棟４階 

令和４年 

1月11日（火） 

総務企画課 東棟４階 

保護一課・二課・三課 西棟３階 

保険年金課、保健福祉課、広聴 西棟２階、東棟２階 

戸籍住民課 西棟１階、東棟１階 

イ 本業務の履行に当たっては、市役所その他の施設の業務等に影響を与えることの

ないようにすること。また、やむを得ず影響が出ることが予見される場合は、事前

に委託者に通知した上で、委託者の指示に従うこと。 

ウ 本業務の履行に当たっては、関係法令等を遵守すること。 

(2) 準備 

ア 本業務に必要な資機材は、原則として受託者が用意すること。 

イ 準備期間に庁舎への入庁する必要がある場合は、庁舎管理者の指示に従うこと。 



(3) 作業 

ア 作業者は身分を証明できるものを携帯すること。また、作業服や名札等により、

本業務に係る受託者であることが分かるようにすること。 

イ ＬＡＮケーブルの外皮色、敷設ルート及び光ケーブルの外皮色、敷設ルートは、

総務局情報システム部と敷設前に調整・確認し、市民文化局地域振興部に総務局情

報システム部との調整結果を報告し承認した後に実施すること。 

また、各種試験（光試験、ＬＡＮケーブル試験等）の方法についても同様とする。 

ウ 本業務の履行スケジュール等については、委託者（市民文化局地域振興部）と日

程調整、承認した後に実施すること。 

エ 本作業の品質を担保するため、受注者の本業務の責任者は、工事担任者資格書

（DD第一種）又は第一種電気工事士資格を有すること。 

また、光ファイバ心線融着接続を行う際には、光ファイバ心線融着接続の品質を

担保するため、認定資格証を有する者の管理のもとで作業すること。 

オ 作業終了後は、本業務により改変を指示された部分を除き、作業開始前の状態に

復旧すること。 

カ 高所での作業や地下ピットの酸欠など危険を伴う作業を行う際は、十分に安全を

確保すること。 

キ ネットワークやシステムに支障が出ないよう、十分注意すること。 

ク 仮庁舎への入庁に当たっては、委託者（市民文化局地域振興部）の指示に従うこ

と。 

  ケ 仮庁舎は、令和３年６月１日から８月３１日までの間の現地立ち入りは不可とし

て計画すること。 

(4) 障害対応 

ア 障害が発生した場合は、直ちにその復旧に努めること。 

イ 障害対応は、状況調査、原因特定、復旧措置の順に行うこと。 

ウ 早朝・夜間・休日においても、障害対応が目的であれば、事前の申請や職員の指

示がなくても各庁舎に入庁することを許可する。 

ただし、あらかじめ作業員名簿を提出し、本市の許可を受けること。 

(5) その他、内容について疑問が生じた場合は、委託者と協議のうえ対処すること。 

５ 環境への配慮について 

本業務においては、本市の環境マネジメントに準じ、環境負荷低減に努めること。 

(1) 電気、水道、油、ガス等の使用にあたっては、極力節約に努めること。 



(2) ごみ減量及びリサイクルに努めること。 

(3) 両面コピーの徹底やミスコピーを減らすことで、紙の使用量を減らすよう努めるこ

と。 

(4) 自動車等を使用する場合は、できるだけ環境負荷の少ない車両を使用し、アイドリ

ングストップの実施等環境に配慮した運転を心掛けること。 

(5) 業務に係る用品等は、札幌市グリーン購入ガイドラインに従い、極力、ガイドライ

ン指定品を使用すること。 

(6) 業務に関わる従業員に対し、札幌市環境方針の理解及び業務と環境の関係について

自覚を持つような研修を行うこと。 
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国土地理院ウェブサイト

URL:（http://www.gsi.go.jp/kikakuchousei/kikakuchousei40182.html）

※「基盤地図情報データ」（国土地理院） （上記URL）をもとに作成
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系統図（参考）



LAN用配管図（既設）






















